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※上記時間は、変更になる場合もあります。

◎最少催行人員　１５０名/◎添乗員同行/◎ホテルの部屋はバスタブ又はシャワーオンリーの場合もあります。

◎詳しい旅行条件書を必ず事前にが確認のうえ、お申込みください。

旅行企画・実施

★お申込み・お問い合わせは、上記ウィントラベルまでお願いします。

※航空局にチャーター運行申請中。

※OSEALフォーラム開催地は済州島中文エリアになります。市内から会場（中文エリアまでは、車で所要時間　約５０分）

★観光ビザ　10月31日まではビザ免除ですが、11月以降は未定。必要な場合には別途参加者にご連絡をいたします。

★K-ETA（電子旅行許可制度/有料になります。各自ネットから取得可能）10,000ウィン（約1,100円）

★韓国入国後の１日PCR検査は１０月１日より不要となりました。

★日本帰国時にワクチンを３回以上接種の方は検査無しの通常帰国になります。

★MD333議長を囲む晩餐会（別途料金） 夕：X

宿泊ホテル　チェックイン

ホテルにて朝食

11月24日

ホテルにて朝食

(木) 各ホテル

各プログラム・セミナーを開催（中文エリア）

ホテル着

済州島市内

（4V3162便）

専用車にて済州島市内へ

専用車

★各地区ガバナーを囲む夕食会（別途料金）

専用車

ご利用ホテル

当社５星グレードホテル

夕：X

成田空港第2ターミナル発

済州島・済州国際空港 １２：２５予定 昼：軽食到着後、入国審査、

９：３５予定

貸切バスにて済州島市内ホテルへ

直行便（チャーター便）利用で無駄なく参加

　2022年11月24日（木） ～11月27日（日）　　　3泊4日　

※時刻はあくまで予定時刻です。大会内容、空港調整等で時間が変わる場合があります。

（飛行時間：2時間45分）

66,000円179,000円

一人部屋追加料金（３泊合計）

速報版 2022/10/4版

日　　　　　程

ホテル一例：グランドハイアット済州：38階建て　1,600室　1部屋65㎡　ホテル内レストラン１４軒　グロｰﾊﾞﾙケア対策

ﾁｬｰﾀｰ フライカンウォン・チャーター機にて空路済州島へ

ご旅行代金（１名様）２名１室

燃油サーチャージは含まれております。

朝：X

済州島市内　泊

朝：ホテル

済州島中文 11:50 昼：X

専用車にて開会式会場へ（所要時間約50分）

済州国際コンベンションセンター着

11:00

11月25日

(金）

OSEALフォーラム開会式　１４：００－１５：３０

済州島中文 16:00 専用車

済州島市内 16:50 夕：X

済州島市内　泊

朝：ホテル

11月26日 終日自由行動（OP:済州島観光予定）

ホテルにて朝食

(土） 済　州　島　滞　在 終日

第５９回　ライオンズクラブ　ＯＳＥＡＬ大会　韓国　済州島4日間

昼：X

都市名 時間 交通機関

夕：X

済州国際コンベンションセンター及びロッテホテル済州

朝：ホテル

     日次・月日

利用航空会社：フライカンウォン（エコノミークラス）利用　　宿泊：グランドハイアット済州（５星クラス）又は新羅ステイ済州（４星クラス）又は同等クラス

済州島市内　泊

国内空港施設使用料（成田空港2,130円・旅客保安サービ料530円・国際観光旅客税1,000円）、済州国際旅客空港使用料23,000ウォ

ン

済州島中文 8:50

専用車にて開会式会場へ（所要時間約50分）

済州国際コンベンションセンター着

済州島市内

OSEALフォーラム閉会式　10:00-11:30

専用車 専用車にて空港へ12:00

8:00 専用車

済州国際空港（日） 12:50

11月27日

空港着　チェックイン

成田空港着 17:30予定

昼：軽食

済州国際空港 15:10予定 ﾁｬｰﾀｰ フライカンウォンチャーター機にて空路成田へ

夕：X

（４V5071便） （飛行時間：2時間２０分）

着後、通関、解散

グランドハイアット済州（済州島市内）

新羅ステイ又はリーゼントマリーンザブルー
（済州島市内）

                         （一社）全国旅行業協会正会員

                     旅行業公正取引協議会会員

                                                    株式会社ウィントラベル

                                                                 観光庁長官登録旅行業第１９６５号

                                                                              東京都中央区日本橋人形町３－５－２ルート人形町ビル５F

ワクチン接種３回未満の方は韓国出国前72時間以内のPCR検査が必要です。

                                            'TEL:03-5640-7007 'FAX:03-5640-1277

165,000円 36,000円 当社4星グレードホテル

食事



宿泊予定ホテルグランドハイアット済州 

済州ドリームタワーの一部としてオープンいたしました。アイコニックな 38 階建てツイン

タワーには、1,600 室のスイートと客室、14 のユニークなレストランとバー、2 つの高級ス

パ、8 つのレジデンシャルスタイルミーティングスペース、インフィニティプールを備えた

済州島最大の屋外デッキ、HAN Collection による K ファッションモールをご用意しており

ます。モダンな韓国のライフスタイルをご体験ください。グランド ハイアット 済州はアジ

ア一のライフスタイルトラベルデスティネーションを目指しています。 

 

 

 

部屋の大きさは平均 65 ㎡です。 

 

 



 
  

この取引条件説明喜面に定めのない事項は当社旅行業約款募集型企画旅行契約の部によります。当社旅行業約款をご希望の方は、当社にご請求ください。 
1本旅行条件書の意義 
本旅行条件=は、旅行業法第12条の4に 
定める「取引条件説明書面」及び同法 
第12条の5に定める「契約書面」の一部となります。 
2募集型企画旅行契約 
(1)この旅行は、株式会社ウィントラベル(東京都 
中央区日本橋人形町3-5-2ﾙｰﾄ人形町ﾋﾞﾙ5F観光庁長官登録
旅行業第1965号(第1種)以下「当社」といいます)が、企画・募集
し実施する企画旅行で、お客様は当社と企画旅行契約(以下「旅 
行契約」といいます)を締結することになります。 
(2)契約内容・条件は、下記条件、バンフレット、ホームページ出
発前にお渡しする「最終日程表」と称する確定書面(以下 
「最終日程表」という)及び当社旅行業約款募集型企画旅行 
契約の部(以下「当社約款」という)によります。 
また、日程中に3泊以上のクルーズ旅行を含む旅行(日本発 
着時に船舶を利用する旅行を除きます。)であつて、パンフレ 
ット、ホームページ上にその旨を記載した旅行については当社ク
ルーズ船を利用するときに使用する旅行業約款(以下「当 
社クルーズ旅行約款」といいます)の募集型企画旅行の部に 
よります。特定約款とクルーズ旅行約款は第16条(旅行者の 
解除権)の取消料部分以外は当社旅行業約款募集型企画旅 
行契約の部と同内容となります。当社約款は当社ホームページ

(ww win@win-t.co.jp/)からご覧になれます。 
3旅行の申込みと契約の成立時期 
(1)当社またはバンフレット、ホームページなどの「販売店襴」
に記載する当社の受託旅行業者(以下「当社ら」といいます)に
て、当社所定の申込書に所定の事項を記入の上、当社が別に定
める金額の申込金とともに当社に提出していただきます。 
申込金は、「旅行代金」、「取消料」、「違約料」の一部又1よ全部として取り

扱います。 
(2)当社らは電話、郵便及びフアクシミリなどによる旅行契約の予

約を受けます。この場合、予約の時点では契約は成立して 
いません。当社が予約の承諾をする旨を通知した日の翌日から起

算して3日目に当たる日までに、申込書を本項(5)に定める金額の

申込金とともに提出していただきます。なお、お客様から当該期

間内に申込書の提出と申込金の支払がなされないときは、当社ら

は、予約はなかつたものとして取り扱います。 
(3)旅行契約の成立時期は、店頭販売および訪間販売の場合

は、当社らが契約の締結を承諾し、所定の申込金を受理した 
とき、電話などによる旅行契約の場合は、当社らが予約の承諾

の音を通知した日の翌日から起算して3日目に当たる日までに

当社がお客様から所定の申込金を受理した時に旅行契約は 
成立いたします。 
(4)通信契約により旅行契約の締結を希望される場合 
①当社は、当社が提携するクレジットカード会社(以下「提携 
といいます)のカード会員(以下「会員」といいます。)より会員 
の署名なくして旅行代金の一部の通信手段に(申込金)などの支払

を受けること(以下「通信契約」といいます)を条件に電話、郵便、

ファクシミリ、インターネット(当社ウェブサイトからお申し込み

ください)その他の通信手段による旅行契約を締結する 
場合があります。ただし当社が提携会社と無署名耳又扱特約を 
含む加盟店契約がないなど、または業務上の理由などで 
お受けできない場合もあります。 
②通信契約のお申込みに際し、会員は申込みをしようとする 
「企画旅行の名称J、「出発日」、などに加えて「カード名」、「会 
員番号」、「カードの有効期限」などを当社にお申し出いただきます。 

③通信契約は、当社が契約の締結を承諾する目の通知が 
会員に到達したときに成立します。 
O通信契約での「カード利用日は」は、会員及び当社が旅行契

約に基づく旅行代金などの支払または払戻債務を履行すべき

日とし、前者の場合は契約成立日、後者の場合は契約解除のお

申し出があつた日とします。 
(5)申込金 

旅行代金の額 申込金の額 
50 
 
 
 
万円以上 

10万円以上旅行代金まで 
30万円以上50万円未満 5万円以上旅行代金まて 
15万円以上30万円未満 3万円以上旅行代金まで 
15万円未満 2万円以上旅行代金まで 

 ⑪ただし、特定期間、特定コースについては別途専用パンフ 
レット、ホームページに定めるところによります。 
②企画旅行に参加されるために宿泊・乗車船券類等別途手配を

依頼される場合、係る申込金とは別に当該手配旅行代金を 
事前にお支払いいただきます。 
(6)お申込みの段階で満席、満室その他の事由で旅行契約の 
締結が直ちにできない場合は、当社らは、お客様の承諾を得てお客

様をキャンセル待ちのお客様として登録し、予約可能とな 
るよう、手配努力することがあります。この場合でも当社は申込金を

「お預り金」として申し受けます。ただし、当社が予約可能となつた

旨を通知する前にお客様よリキャンセル待ち解除のお 
申し出があった場合、又は結果として予約できなかつた場合は 
当社は当該お預り金を全額払い戻します。なお、キャンセル待 
ちコース契約の成立は、当社らが予約可能となつた旨の通知 
を行つたときに成立するものとします。 
4お申込み条件 
(1)お申込み時に滴20歳未満の方は、親権者の同意書が必 
要です。満15歳未満の方は保護者の同行を条件といたします。(2)ご

参加にあたって特別の条件を定めた旅行について、多加者の性別、

年齢、資格、技能、その他の条件が当社の指定する条件に合致しな

い場合は、お申込みをお断りすることがあります。 

募集型企画旅行取引条件書 

(3)健康を害している方、車いすなどの器具をご利用になつて 
いる方や心身に障害のある方、食物アレルギー・動物アレ 
ルギーのある方、妊娠中の方、妊娠の可能性のある方、身体 
障碍者補助犬(盲導犬、聴導大、介助犬)をお連れの方その他 
特別な配慮を必要とする方は、お申し込みの際に、参加にあ 
たり特別な配慮が必要となる旨をお申し出ください(旅行契約 
成立後にこれら状態になつた場合も直ちにお申し出ください) 
改めて当社からご案内申し上Iザますので旅行中に必要となる 
措置の内容を具体的にお申し出ください。 
(4)前項のお申し出を受けた場合、当社は、可能かつ合理的な範

囲内でこれに応じます。これに際して、お客様の状況及び 
必要とされる措置についてお伺いし、又は当社及び運送・宿泊 
機関からの依頼により、書面でそれらを申し出ていただくことがありま

す。 
(5)当社は、旅行の安全かつ円滑な実施のために介助者又は同

伴者の同行、医師の診断書の提出、コースの一部について 
内容を変更すること等を条件とすることがあります。また、お客 
様からお申し出頂いた措置を手配することができない場合は 
旅行契約のお申込みをお断りし、又は旅行契約を解除させて 
いただくことがあります。なお、お客様からのお申し出に基づき、当社

がお客様のために語じた特別な措置に要する費用は原則としてお客様

の負担とします。 

(6)お客様の都合による 程中の別行動は原則としてできま 
せん。ただし、コースにより別途条件でお受けすることがあり 
ます。なお、旅行の日程から離脱する場合には、その旨および 
復帰の有無について必ず添乗員または係員にお申し出いた 
だきます。 
(7)他の旅行者に迷惑を及ぼしまたは旅行の円滑な実施を 
妨げるおそれがあると認められるときは、当社は、お申込みを 
お断りする場合があります。 
(8)次に掲げる場合において、当社はご参加をお断りすること 
があります。 
①旅行者が、暴力団員、暴力団準構成員、暴力回関係者、暴 
力団関係企業又は総会屋等その他の反社会的勢力であると 
認められるとき。 
②旅行者が、当社に対して暴力的な要求行為、不当な要求行 
為、取引に関して脅迫的な言勁若しくは暴力を用いる行為又はこれらに

準ずる行為を行つたとき。 
③旅行者が、風説を流布し、偽計を用い若しくは威力を用いて当社の信用

を毀損し若しくは当社の業務を妨害する行為を行つたとき。 
(9)参加の旅行に対し有効なパスポート・査証をお持ちの方で 
渡航先国の出入国に問題がないことを条件といたします。 
(10)1人又は奇数人数で参加の場合には原則として他のお 
客様との相部屋は行いません。この場合1人部屋又は2人部屋を

一人で使用した場合は「1人部屋追加料金Jをいただきます。又

3名1室(トリプル)ご利用の場合は手狭となります。(大型 
ペッド1台と簡易ベッド又はソフアペット1台)のお部屋になる場 
合があり志す。 
(11)日程上、実際に利用できない複数の予約(重複予約)は 
キャンセル待ちの場合を除きできません。この場合、航空会社 
や宿泊機関などの定める基準によつて自動的に取り消されま

す。(12)その他、当社の業務上の都合があるときは、お申込み

を 
お断りする場合があります。 
5.団体・グループでのお申込み 
①当社は団体・グループを構成する旅行者の代表としての契 
約責任者から旅行のお申込みがあつた場合、契約の締結お 
よび解除などに関する一切の代理権を契約責任者が有して 
いるものとみなします。 
②契約責任者は、当社が定める日までに、構成者の名簿を 
当社に提出しなければなりません。 
③当社は契約責任者が構成者に対して現に負いまたは将来 
負うことが予想される債務又は義務について何らの責任を負うもので

はありません。 
④当社は契約責任者が団体・グループに同行しない場合、旅行開始

後においてあらかじめ契約責任者が選任した構成者を契約責任者

とみなします。 
6.契約書面と最終日程表の交付 
(1)当社らは、企画旅行契約成立後速やかにお客様に、旅行 
日程、旅行サービスの内容その他の旅行条件及び当社の責任等

に関する事項を記載した契約春面をお渡しします。契約書面 
はパンフレット、本旅行条件書等で構成されます。 
(2)本項(1)の契約書面を補完するき面として、当社はお客様 
に、集合時間・場所、利用運送・宿泊機関などに関する確定情 
報を記載した最終旅行日程表を遅くとも旅行開始日の前日ま 
でにお渡しします。(原則として、旅行開始日の2週間前から 
7日前にはお渡しできるよう努力しますが、年末年始、ゴールデン

ウィークなどの特定時期出発コースの一部では旅行開始日の 
間際にお渡しします。)ただし、お申込みが旅行開始日の前日 
からさかのぼって7日目に当たる日以降の場合、旅行開始日 
前日にお渡しすることがあります。 
7旅行代金の適用及びお支払期限 
(1)子供代金は、コースごとに特に注釈がない場合、旅行開始日

当日を基準に満2歳以上12歳未満の方に適用します。 
幼児代金は、当該基準日に満2歳未満で航空座席を使用しない方に適用

します。 
(2)旅行代金は、各コースごとに表示しています。出発日と利用人数でご

確認ください。 
(3)追加代金とは、航空便の選択、航空機の等級の選択、宿泊施

設指定の選択、延泊等による宿泊代金等、基本代金に追加する

旅行代金をいいます。 

D 募集型企画旅行取引条件書 

(4)旅行代金は、第3項(1)の「申込金」、第14項の「取消料」、「建約

科」、第22項(2)「変更補償金」の額の算出の際の基準 
となります。募集広告、パンフレット、ホームページにおける「旅 
行代金Jの計算方法は、「旅行代金として表示した金額」プラス 
「追加代金として表示した金額Jとなります。 
(5)旅行代金(申込金を差し引いた残額)は旅行開始日の前日から

起算してさかのばって21日目に当たる日より前にお支払いくだ

さい。旅行開始日の前日から起算してきかのぼつて21日目 
に当たる日以降にお申込みの場合は、旅行開始日前の当社が指定す

る期日までにお支払いください。 
8旅行代金に含まれるもの 
(1)旅行日程に明示した運送機関の運賃・料金(特に注釈のない限

り航空機はエコノミークラス)、送迎バス料金、都市間の移動 
バス料金、観光バス料金、宿泊料金及び税・サービス料金、食事代

及び税・サービス料金、観光に伴う入場料金及びガイド料金、特に

明示したその他の料金 
(2)添乗員が同行するコースの添乗員経費 
(3)各コースに明示した「旅行代金に含まれるもの」として明示 
したその他の費用、上記代金は、お客様の都合によリー部ご 
利用されなくても払い戻しはいたしません。 
9旅行代金に含まれないもの 
(1)超過手荷物料金(既定の重量、容積、個数を超える分に 
ついて)。 
(2)コースに含まれない交通費、飲食代等の諸費用及びクリー 
ニング代、電話料金等個人的性質の諸費用及びそれに伴う税・サー

ビス料 
(3)傷害、疾病に関する治療費用 
(4)渡航手続き関係諸費用(旅券印紙代、印紙代、査証料、 
予防接種料金、傷害・疾病保険料及び渡航手続き代行料金) 
(5)日本国内の旅客サービス施設使用料、国際観光旅客税 
(パンフレット、ホームページに明示した場合を除きます。) 
(6)運輸機関の課す付加運賃・*斗金 
(7)希望者のみ参加のオプショナルツアーの旅行代金。 
(8)日本国内における自宅から発着地までの交通費・宿泊費。 

10.渡航手続き・保健衛生・危険情報について 
ご旅行に必要な旅券・査証・予防接種証明書などの取得に係 
る渡航手続きは、お客様ご自身で行つていただきます。ただし、当社

らは、所定料金を申し受け別途契約にて渡航手続きの 
一部代行をお受けします。この場合、当社らはお客様ご自身 
に起因する事由により旅券・査証の取得ができなくてもその 
責任を負いません。 
(1)旅券(パスポート)・査証(ビザ)こついて 
(日本国籍以外の方は、自国の領事館、渡航先国の領事館、 
入国管理事務所にお問い合わせください。) 
①旅券の有効(残存)期間の条件は渡航先国により異なり 
ます詳細は当社の担当者にご確認ください。 
②渡航先国により、査証が必要です。詳細は当社の担当者 
にご確認ください。 
③現在お持ちの旅券が今回の旅行に有効かどうかの確認、 
旅券・査証の取得はお客様の責任で行つてください。 
これらの手続きなどの代行については、別途に渡航手続料金 
をいただきお受けいたします。 
(2)保健衛生について 
渡航先国の衛生状況については、厚生労働省「検疲感染症」 
のホームページでご確認ください。 
*ホームページhttps://www.mhlw.gp.jp/ 
(3)海外危険情報について 
渡航先(国または地域】こよっては、外務省「海外危険情報」 
など国・地域の渡航に関する情報が出されている場合があり 
ます。「海外危険情報」は、外務省「海外安全ホームページ」 
でご確認ください。 
■ホームページhttps://www.anzen mofa gojp/ 
(4)渡航先の「海外危険情報」発出による旅行の催行中止 
旅行申込後、旅行の目的地に「海外危険情報」が発出された 
場合は、当社は、契約内容を変更しまたは解除することがあり 
ます。外務省「海外危険情報」が「渡航の是非を検討してくだ 
さい」以上の危険情報が発出された場合は、当社は旅行の 
催行を中止する場合があります。この場合は受領した旅行 
代金Iよ全額返金いたします。ただし、当社が安全に対し適切 
な処置がとられると判断して、旅行を催行する場合があります。この

場合にお客様の判断で旅行を取り止められる場合、当社 
は所定の取消料をいただきます。 
11旅行契約内容の変更について 
当社は、旅行契約締結後であっても、天災地変、戦乱、暴動、 
運送・宿泊機関などのサービスの提供の中止、官公署の命 
令、当初の運行計画によらない運送サービス提供その他当社 
の関与し得ない事由が生した場合において、旅行の安全かつ 
円滑な実施を図るためやむを得ないときは、お客様にあらか 
しめ速やかに当該事由が当社の関与し得ないものである理由 
および当該事由との因果関係を説明して、旅行日程、旅行サー 
ビスの内容の内容を変更することがあります。ただし、緊急の 
場合においてやむを得ないときは変更後に説明します。 
12旅行代金の額の変更について 
(1)当社は、利用する運送機関の運賃・料金が、著しい経済 
情勢の変化等により、通常想定される程度を大幅に超えて 
増額又は減額されるときは、その増減の範囲内で旅行代金 
を変更する場合があります。 
(2)本項(1)により旅行代金を増額するときは、当社は、旅行 
開始日の前日から起算してさかのほつて15日前までにお客 
様に通知します。 



 
  

(3)本項(1)により旅行代金を減額するときは、運送・料金の 
減少額だけ旅行代金を減額いたします。 
(4)第11項に基づく旅行内容の変更により、旅行の実施 
に要する費用(当該変更により提供を受けなかつた旅行サービ
スに対する取消料、違約料その他、既に支払又はこれから支 
払わなければならない費用を含む)に増額又は減額が生じる 
場合には、その差額だけ旅行代金を変更することがあります。ただ
し、増額の場合において、運送・宿泊機関等が当該サービスの提供
を行つているにも関わらず、運送・宿泊機関等 
の座席、部屋その他の諸設備の不足が発生したことによる 
場合を除きます。 
(5)運送・宿泊機関等の利用代金が異なる旨を契約書面に 
記載した場合、契約成立後に当社の責の帰すべき事由によ 
らず当該利用人数が変更になつたときは、旅行代金を 
変更します 
13お客様の交替について 
お客様は、予め当社の承諾を得て、契約上の地位を第二者に 
譲渡することができます。この場合、所定の金額の手数料 
をお支払いいただきます。 
また、契約上の地位の議渡は、当社の承諾があつた時に効力を生
じます。なお、航空便の予約や氏名変更が出来ない等の理由によ
り、当社は、お客様の交替をお断りすることがあります。 
14旅行契約の解除・払戻し 
(1)旅行開始前の解除 
①お客様の解除権 
アお客様は次に定める取消料をお支払い頂くことにより、いつ 
ても旅行契約を解除することができます。 
ただし、契約解除のお申出Iよ、お申込みの営業所の営業時間 
内でお受けいたします(お申出の期日により取消料の額に差が

生じることもありますので、お申込みの営業所の営業日、営業 
時間連絡先等はお客様ご自身でもお申込み時点で必ずご確認願
います)。なお、当社の責任とならないローン、渡航手続き等の事
由によるお取消しの場合も取消料をお支払いいただきます。 
また、通信契約を解除する場合にあつては、当社は提携会社のカー

ドにより所定の伝票の署名なくして取消料のお支払いを受けます。 
区分  取消料 

(―)本邦出国時又は帰国時に航空機を利用する募集型企

画旅行契約(次項から第五項に掲Iザる旅行契約を除く) 
イ旅行開始日がピーク時の旅行であ

つて、旅行開始日の前日から起算し

てさかのばつて、40日目に当たる日

以降に解除するときくロから二まで

に掲げる場合を除く。) 

旅行代金の10%以内 

口旅行開始日の前日から起算して

さかのぼつて30日目に当たる日以

降に解除する場合(ハ及びニに掲げ

る場合を除〈) 
旅行代金の20%以内 

ハ旅行開始日の前々日以降に解除

する場合(二に掲げる場合を 
除く) 

旅行代金の50%以内 

二旅行開始後の解除又は無連絡

不参加の場合 
旅行代金の1 00%l以内 

(二)本邦出国時又は帰国時に、航空会社がウェブサイト等

により広く,肖費者向けに販売する航空券と同一の取引条件

による航空券を利用する募集型企画旅行契約であつて、契

約告面において、当該航空券が利用されること、航空会社

の名称並びに航空券取消条件及び航空券取消料の金額を明

示したもの(次項に掲げる契約を除く。) 
イ旅行契約締結後に解除する場合

(口からホに掲げる場合を除く ) 
旅行契約解除時の航空

券取消料等の額以内 
口旅行開始日がピーク時の旅行であ

って、旅行開始日の前日から起算し

てさかのばって、40日目に当たる日

以降に解除するとき(ハからホに掲

げる場合を除く。) 

旅行代金の10%又は旅

行契約解除時の航空 
券取消料等とのいずれ

か大きい額以内 
ハ旅行開始日の前日から起算し

てさかのぼつて30日目に当たる

日以降に解除する場合(二及びホ

に掲げる場合を除く) 

旅行代金の20%又は旅

行契約解除時の航空券

取消料等とのいずれか

大きい額以内 
二旅行開始日の前々日以降に解除

する場合(ホに掲げる場合を 
除く) 

旅行代金の50%又は旅行

契約解除時の航空券取消

料等とのいずれか大きい

額以内 
ホ旅行開始後の解除又は無連絡

不参加の場合 
旅行代金の100%以内 

(二)貸切航空機を利用する募集型企画旅行契約 
イ旅行開始日の前日から起算して

さかのほって90日目に当たる日以

降に解除する場合(口から二に掲げ

る場合を除く) 
旅行代金の20%以内 

口旅行開始日の前日から起算し

てさかのぼって30日目に当たる

日以降に解除する場合(ハ及び二

に掲げる場合を除く) 
旅行代金の50%以内 

ハ旅行開始日の前日から起算し

てさかのぼって20日目に当たる

日以降に解除する場合(二に掲 
げる場合を除く) 

旅行代金の80%以内 

二旅行開始日の前日から起算して

さかのばつて3日目に当たる 
日以降に解除又は無連絡不今加の

場合 

旅行代金の100% 
以内 

 

(四)旅行日程中に3泊以上のクルーズ日程を含む募集型

企画旅行契約(次項に掲げる旅行契約を除く) 
イ日程に含まれるクルーズに係

る取消料規定の取消料収受期間

の起算日であるクルーズ開始日

を旅行開始日と読み替えた 
期間内に解除する場合(日に掲げる

場合を除く。) 

(a)クルーズ中の泊数が当

該募集型企画旅行の日程

中の宿泊数(航空 
機内のものを除く。 
(b)こおいても同じ。)の 
50銘以上のもの当該期 
間に対応するクルーズ 
の取消料収受期間の 
区分に適用される取消 
料の2分の1に相当 
する率以内 
(b)クルーズ中の泊数が当

該募集型企画旅行の日程

中の宿泊数の50ヽ未満の

もの当該期間に対応する

クルーズの取消料収受期

間に適用される取消料率

の4分の, 
に相当する率以内 

口旅行開始後の解除または無連

絡不参加の場合 
旅行代金の100Ъ以内 

(五)本邦出国時及び帰回時に船

舶を利用する 
当該船舶に係る取消料の

規定によります。 
注「ピーク時」とは12月20日から1月7日まで4月27日

から5月6日まで及び7月20日から8月31日までをいいま

す 
備考 
(―)取消料の金額は、契約■面に明示します。 
(二)本表の適用に当たつて「旅行開始後」とは、別紙特別補償

規定第二条第二項に規定する「サービスの提供を受けることを

開始した時」以降をいいます。 
(三)第二項の場合において、当該航空券に関して、当社が航

空会社に対して支払うべき航空券取消料等が生じなかつたと

きは、旅行契約解除時の航空券取消料等の額は無料 
として取り扱い、航空会社により航空券取消料等が減額された

ときは当該減額後の航空券取消料等の額を旅行契約 
解除時の航空券取消料等の額として取り扱います。 

 注)上記表内の「旅行開始後」とは、指定した集合場所で「受付」を

行う場合は受付完了後、受付が無い場合は最初に搭乗「手荷物検査

場」での検査を完了したときとします。 
イお客様は次に掲げる場合においては、本項アの規定にかかわら

ず取消料を支払うことなく旅行契約を解除することがで 
きます。 
a当社によつて旅行契約内容が変更されたとき。ただし、その変更

が第22項の表「変更補償金の支払いが必要となる事項」に掲げる

ものその他の重要なものであるときに限ります。 
b第12項の(1)により、旅行代金が増額されたとき。 
c天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等のサービス提供 
の中止、官公署の命令その他の事由が生した場合において 
旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、または不可能となる

おそれが極めて大きいとき。 
d当社が最終日程表を第6項の(2)に規定する期日まで 
に交付しなかつた場合。 
e当社の責に帰すべき事由により契約書面に記載した旅行 
日程に従つた旅行の実施が不可能となつたとき。 
②当社の解除権 
ア当社は、次にあげる場合において、お客様に理由を説明 
して、旅行開始前に旅行契約を解除することがあります。 
aお客様が当社のあらかじめ明示した性別・年齢・責格・ 
技能その他の旅行参加条件を満たしていないことが判明 
したとき。 
bお客様が第4項(8)の①から◎までのいずれかに該当 
することが判明したとき。 
cお客様が病気、必要な介助者の不在その他の事由により、当該

旅行に耐えられないと認められたとき。 
dお客様が他のお客様に迷惑を及ばし、または団体行動の 
円滑な実施を妨げるおそれがあると認められたとき。 
eお客様が契約内容に関し合理的な範囲を超える負担求め 
たとき。 
fお客様の人数がホームページ、パンフレットに記載した最少催

行人員に満たないとき。この場合、特定日(4/27-5/6、 
7/20-8/31、12/20-1/7)に旅行を開始するときは、旅行 
開始日の前日から起算してさかのぼつて33日目に当たる日 
より前に、また上記の特定日以外の旅行を開始するときは、旅行

開始日の前日から起算してきかのぼって23日=に 
当たる日より前に旅行中止のご連絡をいたします。 
gスキーを目的とする旅行における降雪量の不足など 
のように、当社があらかじめ明示した旅行実施条件が成就 
できないとき、またはその恐れが極めて大きいとき。 
h天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等のサービス提供 
の中止、官公署の命令その他の当社の関与し得ない事由に 
よリホームページ、パンフレッﾄこ記載した旅行日程に従つた 
旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、または不可能となる

おそれが極めて大きいとき。 
i tthの「官公署の命令Jの一例として、旅行日程に含まれる 
地域について、外務省から「渡航の延期をおすすめします」以上

の渡航情報(危険情報。以下危険情報)が発せられたとき。但し「渡

航の是非を検討して下さい」以下の危険情報が発せ 
られたとき、お客様の安全確保について適な対応が語じられると

判断した場合には旅行を実施いたします。その場合お客様が旅行

契約を解除するときは所定の取消料の対寄ミとなります。 

j通信契約を締結した場合であつて、旅行者の有するクレジットカー

ドが無効になるなど、旅行者が旅行代金などの係る債務の一部また

は全部を提携会社のカード会員規約に従つて決済ができなくなっ

たとき。 
イお客様が第6項の契約書面に記載する期日までに旅行
代 
金を支払わない場合は、当該期日の翌日において、お客様が旅

行契約を解除したものとします。この場合において、お客様は

当社に対し、第14項に定める取消料に相当する違約料を 
支払わなければなりません。 
(2)旅行開始後の解除 
①お客様による旅行契約の解除・払戻し 
アお客様の都合により旅行日程途中で解散された場合は、お客様

の権利放棄とみなし、一切の払い戻しはいたしません。イ旅行開

始後であっても、お客様の貢に帰さない事由に 
よリバンフレット、ホームページに記載した旅行サービスの提供を受

けられない場合には、お客様は取消料を支払うことなく 
当該不可能になつた旅行サービスの提供に係る部分の旅行 
契約を解除することができます。この場合当社は、旅行代金 
のうち、不可能となつた当該旅行サービスの提供に係る部分 
をお客様に払い戻しいたします。 
②当社による旅行契約の解除・払戻し 
ア旅行開始後であつても、当社は次に掲げる場合において 
はお客様にあらかしめ理由を説明して旅行契約の一部を解 
除することがあります。 
aお客様が病気その他の事由により、旅行の継続に耐えら 
れないと認められるとき。 
bお客様が旅行を安全かつ円滑に実施するために添柔員 
などの指示に従わないなど、団体行動に規律を乱し、当該 
旅行の安全かつ円滑な実施を妨げるとき。 
c天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等のサービス提供 
の中止、官公署の命令その他の当社の関与し得ない事由 
により旅行の継続が不可能となつたとき。 
dお客様が第4項(3)のOから④までのいずれかに該当 
すること力袢J明したとき 
イ当社が本項「(2)②のア」の規定に基づいて旅行契約を 
解除したときは、当社とお客様の間の契約関係は、将来に 
向かつてのみ消滅いたします。この場合において、お客様が 
既に提供を受けた旅行サービスに関する当社の慣務に 
ついては、有効な弁済がなされたものとします。 
ウ本項「(2)②のイJこおいて、当社Iよ、旅行代金のうち 
お客様がいまだその提供を受けていない旅行サービスに 
係る部分に係る金額から当該旅行サービスに対して取消料、

違約料その他の既に支払またはこれから支払わなければ 
ならない費用に係る金額を差し引いたもの旅行者に払い戻 
します。 
工本項「(2)②のアのa′c」により当社が旅行契約を解除 
したときは、お客様の求めに応してお客様のご負担で出発地 
に戻るための必要な手配をいたします。 
15旅行代金の払戻しの時期について 
(1)当社は、「第12項の(2)(3)(5)の規定により旅行代 
金を減額した場合」または「第14項の規定によりお客様 
もしくは当社が旅行契約を解除した場合」で、お客様に対し 
払い戻すべき金額が生じたときは、旅行開始前の解除に 
よる払戻しにあつては解除の翌日から起算して7日以内に、旅

行代金の減額または旅行開始後の解除による払戻しに 
あつてはバンフレット、ホームページに記載した旅行終了日 
の翌日から起算して30日以内に、お客様に対し当該金額 
を払い戻します。 
(2)本項(1)の規定は、第18項(当社の責任)又は第20項 
(お客様の責任)で、規定するところにより、お客様または 
当社が損害賠償請求権を行使することを妨げるものでは 
ありません。 
(3)当社は、お客様と通信契約を締結した場合、「第12項 
(2)(3)(5)も規定により旅行代金を減額した場合Jまたは 
「第14項の規定により通信契約が解除された場合」におい 
て、お客様に対し払い戻すべき金額が生じたときは、提携 
会社のカード会員規約に従つて、お客様対し当該金額を払 
い戻します。この場合において、当社は、旅行開始前の解除 
による払戻しにあつては、契約書面に記載した旅行終了日 
の翌日から起算して30日以内にお客様に対し払い戻すべき 
金額を通知するものとし、お客様に当該通知を行つた日を 
「カード利用日」とします。 
16当社の指示について 
お客様は、旅行開始後旅行終了までの間、企画旅行参加者 
として行動していただくときは自由行動時間中を除き、旅行を安

全かつ円滑に実施するために当社の指示に従つて 
いただきます。 
17添乗員について 
(1)添乗員の同行の有無はホームページ、パンフレットに 
明示いたします。 
(2)添乗員の同行する旅行にあっては添乗員が添乗員の 
同行しない旅行にあつては旅行先における現地係員が旅行 
を安全かつ円滑に実施するために必要な業務又はその他 
の当社が必要と認める業務の全部又は一部を行います。 
(3)添乗員が同行しない旅行にあつては、現地における当社 
の連絡先を最終日程表に明示いたします。 
(4)添乗員の業務は原則として、8時から20時までといた 
します。なお、労働基準法の定めからも勤務中、一定の 
休憩時間を適宜取得させることが必要ですので、お客様の 
ご理解をお願いいたします。 



 

18当社の責任 
(1)当社は企画旅行契約の履行に当たつて、当社または当社 
が手百己を代行させた者(以下「手配代行者」といいます)の故意ま
たは過失により、お客様に損害を与えたときは損害を賠償します。
ただし、損害発生の翌日から起算して2年以内に当社に対して通知
があつた場合に限ります。 
(2)お客様が天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サ
ービス提供の中止、官公署の命令その他の当社または当社の手
配代行者の関与し得ない事由により損害を枚つたときは、当社
は、(1)の場合を除き、その損害を賠償する責任を負う 
ものではありません。 
(3)手荷物について生した本項(1)の損害については、本項 
(1)の規定にかかわらず損害発生の翌 から起算して、2司日以内に
当社に対して通知があつたときに限り、旅行者1名につき15万円を
限度(当社に故意または重大な過失がある場合を除きます。)として
賠償します。 
19特別保障について 
(1)当社は第18項(H)に基づく当社の責任が生ずるか否か 
を問わず、企画旅行契約約款別紙の特別保証規定で定める 
ところにより、お客様が当旅行参加中に、急激かつ偶然な外来
の事故によりその身体、生命または手荷物に被つた一定の損 
害について、死亡補償金として2500万円、入院見舞金と 
して入院日数により4万円～40万円、通院見舞金として通院 
日数により2万円～10万円を支払います。携行品に係る損害 
保証金として15万円を限度(ただし、1個又は1対についての 
補償限度は、10万円です。)として支払います。 
(2)当社が募集型企画旅行契約約款第27条第1項の責任を負うこ
とになつたときは、この補償金が当社の負うべき損害賠 
償金の一部又は全部に充当します。 
(3)お客様が旅行参カロ中に紋られた損害が、お客様の故意、酒酔
い運転、疾病などの他、企画旅行に含まれない場合で、 
自由行動中のスカイダイビング、ハングライゲー搭乗、超軽 
量動力機搭乗、ジャイロプレーン搭乗その他これらに類する 
危険な運動中の事故によるものであるときは、当社は(1)の 
補償金及び見舞金を支払いません。 
(4)当社は企画旅行参加中のお客様を対象として、別途 
旅行代金を収受して実施する企画旅行(オプショナルツアー)につ
いては、主たる旅行契約の一部として取り扱います。 
ただし、日程表において、当社の手配による旅行サービスの 
提供が一切行われない旨が明示された日については、当該日
にお客様が被つた損害については補償金が支払われない旨 
を明示した場合に限り、「企画旅行参加中」とはいたしません。

20お客様の責任について 
(1)お客様の故意、過失、公序良俗に反する行為、もしくはお 
客様が当社旅行業約款の規定を守らないことにより当社が損 
害を受けた場合は、当社はお客様から損害の賠償を申し受 
けます。 
(2)お客様は、当社から提供される情報を活用し、契約書面 
に記載された旅行者の権利・義務その他企画旅行契約の内容につ
いて理解するように努めなければなりません。 
(3)お客様は、旅行開始後に、契約書面に記載された旅行サービ

スについて、記載内容と異なるものと認識したときは、旅行地

において速やかに当社、当社の手配代行者または旅行サー 
ビス提供者にその旨を申し出なければなりません。 
21 オブシヨナルツアー又は情報提供 
(1)当社の募集型企画旅行参加中のお客様を対象として、別 
途の参加料金を収受して当社が実施する企画旅行(以下「当 
社実施のオプショナルツアー」といいます)の第19項(特別補 
償)の適用については、当社は、主たる募集型企画旅行契約 
の一部として取り扱います。当社実施のオプショナルツアーは 
パンフレット等で明示いたします。 
(2)オプシヨナルツアーの企画者が当社以外の現地法人で 
ある旨をホームページ、パンフレットで明示した場合には、当 
社は、当該オプショナルツアー参加中にお客様に発生した 
第19項で規定する損害に対してIよ、当社は同項の規定に 
基づき補償金を支払います。ただし、当該オプショナルツアー 
の催行に係る企画者の責任及びお客様の責任はすべて当該 
オプショナルツアーが催行される現地法人および当該旅行企 
画の定めによります。(旅程保証の対象とはなりません。) 
(3)当社は、パンフレット等で「単なる情報提供」として可能な 
スポーツ等を記載した場合、その旨を明示します。この場合当

該可能なスポーツ等に参加中にお客様に発生した損害に対し

ては、当社は第19項の規定は適用しますが、それ以外の 
責任は負いません。 
22旅程保証について 
(1)旅行日程に次表に掲げる変更が生した場合、旅行業約款 
(募集型企画旅行契約の部)の規定により、第7項(4)で定 
める(旅行代金)に次表に定める率を乗じた額の変更補償金 
を旅行終了日の翌日から起算して30日以内にお客様に支払 
います。ただし、一旅行契約について支払われる変更補償金 
の額は、旅行代金の15%を限度とします。 
なお、当該変更について当社に第18条(1)(当社の責任)の規定に基づく責任

が発生することが明らかな場合には、変更補償金としててはなく、損害賠

償金の全部または一部として支払います。 
①次に掲げる事由による変更の場合は、当社は変更補償金を支
払いません。(ただし、サービスの提供が行われているにも 
かかわらず、運送・宿泊機関などの座席・部屋その他の諸設備の不

足が発生したことによる変更の場合は変更補償金を支払います。) 
ア旅行日程に支障をもたらす悪天候、天災地変 
イ戦乱 
ウ暴動 

工官公署の命令 
オ欠航、不通運休など運送・宿泊機関等の旅行サービスの中止
力遅延、運送スケジュールの変更など当初の運行計画によら 
ない運送サービスの提供 
キ旅行参加者の生命または、身体の安全確保のための必要な措置。 
②第14項の規定に基づき旅行契約が解除されたときの当該解
除された部分に係る変更の場合、当社は変更補償金を支払い 
ません。 
③次表に掲げる契約内容の重要な変更であつても「最終旅行 
日程表に記載した日程から変更の場合で、パンフレット、ホームペ
ージに記載した範囲内の旅行サービスの変更である場合」 
は、当社は変更補償金を支払いません。 
④パンフレット、ホームページに旅行サービスの提供を受ける 
順番が変更になつた場合でも、旅行中に当該旅行サービスの 
提供を受けることができた場合においては、当社は変更補償金を支払

いません。 
(2)本項(1)の規定にかかわらず、当社がひとつの旅行契約 
に基づき支払う変更補償金の額は「お支払い対象旅行代金」に15弘
を乗じて得た額を上限とします。また、1件の旅行契約に 
基づき支払う変更補償金の額が、11000円未満である時は、当

社は変更補償金を支払いません。 
(3)当社は本項(1)の規定に基づき変更補償金を支払つた後 
に当該変更について、当社に第18項(1)の規定に基づく責任 
が発生することが明らかになつた場合には、お客様は当該 
変更に係る変更社補償金を当社に返還しなければなりません。こ
の場合、当社は、同行の規定に基づき当が支払うべき損害 
補償の額と、お客様が返還すべき変更補償金との額とを相殺 
しその残額を支払います。 
(4)当社は、お客様の同意された場合、同等価値以上の物品・サ
ービスの提供をもって、金銭による変更補償金・損害賠償 
金のお支払いにかえさせていただくことがありますロ 

変更補償金の支払いが必要となる

変更 

1件あたりの率(0/6) 
旅行開始前 旅行開始後 

1 5 3 0  

1契約■面に記載した旅行開始

日又は旅行終了日の変更 
1 0  2 0  

2契約書面に記載した入場する観

光地又は観光施設(レストランを

含みます。)その他の旅行の日的

地の変更 
1 0  2 0  

3契約書面に記載した運送機関の

等級又は設備のより低い料金の

ものへの変更(変更後の等級及び

施設の料金の合計額が契約書面

に記載した等級及び設備のそれ

を下回つた場合に限る) 

1 0  2 0  

4契約善面に記載した運送機

関の種類又は会社名の変更 
1 0  2 0  

5契約書面に記載した本邦内の旅

行開始地たる空港又は旅行終了

地たる空港の異なる便への 
変更 

1 0  2 0  

6契約書面に記載した本邦内と

本邦外との間における直行便の

乗継便又は経由便への変更 
1 0  2 0  

7契約書面に記載した宿泊機関の

客室の種類、設備、景観その他

客室の条件の変更 
1 0  2 0  

8契約書面に記載した宿泊機関の

種類又は名称の変更(当社が宿泊

機関の等級を定めている 
場合であつて、変更後の宿泊機関

の等級が契約書面に記載した宿泊

機関の等級を 
上回つた場合を除く。) 

1 0  2 0  

9前各号に掲げる変更のうち 
契約書面のツアー・タイトル中に

記載のあつた事項の変更 
2 5  5 0  

 注1)「旅行開始前」とは、当該変更について旅行開始日の前日までに旅

行者に通知した場合をいい、「旅行開始後」とは、当該変更について旅

行開始日当日以降に旅行者に通知した場合をいいます。 
注2)確定書面が交付された場合には、「契約書面」とあるのを「確
定書面」と読み替えたうえで、この表を適用します。この場合に
おいて契約書面の記載内容と確定書面の記載内容との問 
又は確定書面の記載内容と実際に提供された旅行サービス 
内容との間に変更が生じたときは、それぞれの変更につき一件として取

り扱います。 
注3)第3号又は第4号に掲げる変更に係る運送機関が宿泊 
設備の利用に伴うものである場合は、一泊につき一件として 
取り扱います。 
注4)第4号に掲げる運送機関の会社名の変更については、 
等級又は設備がより高いものへの変更を伴う場合には適用 
いたしません。 
注5)第7号の宿泊機関の等級は、旅行契約締結の時点で契約書

面に記戦しているリスト又は当社の営業所若しくは当社の 
ウェブページで閲覧し供しているリスﾄこよります。 
注6)第4号又は第7号若しくは第8号に掲げる変更が一乗船等

又は一泊の中で複数生じる場合であつても、一乗船等又は一 
泊につき―件として取り扱います。 
注7)第9号に掲げる変更については、第1号から第8号までの料率

を適用せず、第9号によります。 

23お買い物案内について 
お客様の便宜をはかるため、観光中・送迎中にお土産店にご 
案内することがあります。当社では、お店の選定には万全を期 
しておりますが、購入の際にはお客様ご自身の責任でご購入 
ください。当社では、商品の交換や返品などのお手伝いはいた 
しかねますのでトラブルが生じないように商品の確認およびレ 
シートの受取りなど必ず行つてください。免税払い戻しがある 
場合Iよ、ご購入品を必ず手荷物としてお手元にご用意いただ 
き、その手続きは、お生産店・空港において手続き方法をご確認のう
え、お客様ご自身の責任で行つてください。ワシントン条約 
または国内請法令により日本への持込みが禁止されている 
品物がありますので、ご購入には十分ご注意ください。 
24事故などの申し出について 
旅行中に事故などが生した場合は、直ちに最終日程表でお知らせする
連絡先にご通知ください。もし、通知できない事情がある場合は、そ
の事情がなくなり次第ご通知ください。 
25個人情報の取り扱いについて 
当社及び当社らは、旅行申込の際提出された申込書に記載され
た個人情報について、お客様との間の連絡のために利用させて
いただくほか、お客様がお申込みいただいた旅行において運送
宿泊機関等(主要なものについては各コース等に記載されて 
います)の提供するサービスの手配及びそれらのサービスの 
受領のための手続きに必要な範囲内、当社の旅行契約上の 
責任、事故時の費用等を担保する保険の手続き上必要な範囲内で、
それら運送・宿泊機関等、保険会社、生産品店等に対しお客様の氏
名、パスボート番号をあらかじめ電子的方法等で送付することによ
って提供いたします。このほか、当社及び当社らでは 
①当社及び当社と提携する企業の商品やサービス、キャン 
ペーンのご案内 
②旅行において運送・宿泊機関等のサービスの手配提供のた
め③旅行参加後のご意見やご感想のお願いのため 
④特典サービス提供のため 
⑤統計資料作成のため 
に利用させていただくことがあります。お申込みいただく際にはこれらの

個人データの提供についてお客様に同意いただくものとします。 
26旅行保険(任意)力:入のお勧め 
ご旅行中病気やケガをした場合、多額の治療費、移送費がか 
かることがあります。また、事故の場合、加害者への賠償金請求
や賠償金の回収が大変困難なのも実情です。これらの治療費 
移送費、また死亡・後遺障害などを担保するため、お客様ご自 
身で十分な額の旅行保険に加入されることをお勧めいたします。旅

行保険については、当社の担当者におF口伺い合わせください。27

旅行条件・旅行代金の基準 
本旅行条件の基準日と旅行代金の基準日については、バンフ 
レット等に明示した日となります。 
28その他のご案内 
(1)お客様が個人的な案内・買い物等を添乗員・現地係員に依頼さ
れた場合のそれに伴う諸費用、お客様のケガ、疾病等の発生に伴
う諸費用、お客様の不注意による荷物紛失・忘れ物回収に伴う諸
費用、別行動手配に要した諸費用が生じたときには、 
それらの費用をお客様にご負担いただきます。 
(2)当社は、いかなる場合であっても旅行の再実施はいたし 
ません。 
(3)当社の募集型企画旅行にご参加いただくことにより航空 
会社等のマイレージサービスを受けられる場合がありますが、
同サービスに関わるお問い合わせ・登録等は、お客様ご自身で
当該航空会社等へ行つていただきます。航空会社の変更により
第18項(1)及び第22項(1)の責任を負いません。 
(4)お客様が旅行申込書にお客様のローマ字氏名を記入され 
るときは、パスポーﾄこ記載されている通りにご記入ください。ロー

マ字氏名が間違つて記入された場合には、航空券の発行替えの他、
宿泊機関などへの訂正連絡が必要となります。最悪の場合、運送・宿

泊機関などにより氏名の訂正が認められずに、旅行契約を解除され
る場合もあります。この場合、当社は所定の取消料をいただきます。 
29募集型企画旅行約款について 
本旅行条件説明書に記戦のない事項は、当社の旅行業約款 
(募集型企画旅行約款の部)によります。 
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